
提案区 項　目 所管局
番
号

対応
※一部対応

含む

令和２年度予算編成に向けた「区提案反映制度」項目・対応状況一覧

提 案 内 容 の 概 要

都筑 1
都筑区青少年の地域活動拠点「つづきＭＹプラ
ザ」における相談支援体制の連携構築・強化

　つづきMYプラザにおける、より多くの「青少年を育成
する者」との連携構築・強化

こども青少年局 ○

都筑 2
河川流域に設置された防災用スピーカーの増
設等及び機能強化

１　増設等に係る委託費

２　機能強化に係る委託費
総務局 －

都筑 3 早渕中学校の地域防災拠点新規指定 　防災備蓄庫の設置及び備蓄品の整備 総務局 －

都筑 4 教育支援専門員の支援体制の強化
１　教育支援専門員の対象範囲の拡大

２　対応件数増に伴う事務費の追加配付
健康福祉局 ○

都筑 5 福祉の窓口におけるICTの活用
　都筑区のタブレット端末を使用して、区役所での利用
において有効な情報端末と運用方法の検証

健康福祉局 －

都筑 6
江川せせらぎ緑道の「花の名所」としての持続的
な取組

　江川せせらぎ緑道の再整備および維持管理の推進のた
めの事業費確保

環境創造局 ○

都筑 7
都筑区寄り添い型生活支援事業の実施場所増
設による支援拡大と支援充実

　都筑区寄り添い型生活支援事業の実施場所の増設 こども青少年局 －

文化観光局

都市整備局

交通局

都筑 9
中小企業の展示会出展支援による販路開拓の
活性化

　各社の単独展示に加え、複数社連携した展示や実機展
示（デモンストレーション）ができるよう、テクニカル
ショウヨコハマの「横浜ものづくりゾーン」及び区ブー
ス出展スペースの維持・拡充
ものづくりの魅力発信に向けて、区が効果的にPRするた
めの経費

経済局 ○

都筑 10 駅周辺及びインターチェンジ周辺のまちづくり

１　【東山田駅】まちづくりの方向性を固めるとともに
実現に向けた手法検討

２　【川和町】組合施行の土地区画整理事業の推進を支
援。「川和町駅周辺地区まちづくり基本構想」を活用
し、まちづくりに対する地域の機運をとらえ、西地区を
含む川和町駅周辺地区全体のまちづくりの方向性につい
て地域とともに検討

３　【川向町】組合施行の土地区画整理事業の推進を支
援

都市整備局 ○

道路局

交通局

都筑 11
バス路線利便性向上及び利用促進に向けた検
討

都筑 8
文化施設の整備及び文化施設の整備を契機と
したまちづくり

○

○

１　「地域に根差した個性ある文化の創造に寄与する」
ための、文化芸術活動の拠点となるよう「横浜市都筑区
における区民文化センター基本構想　答申」の内容を踏
まえた、基本設計・実施設計とするための調整

２　周辺のまちづくりへの配慮や、地域の活性化などを
含めた事業者、関係機関及び関係局との各種調整等

１　横浜市生活交通バス路線維持制度による補助金の交
付の維持[既存路線の維持]

２　生活交通バス路線の利用を促すためのＰＲキャン
ペーン等の検討・実施に係る協力・連携[利用促進のため
のＰＲ]



（様式２－２）

担当者名 田野井・石井 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 2年
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◇区民からの具体的な要望

【横浜市子ども・若者支援協議会】
「困難を抱える青少年の早期発見、適切な支援へのつなぎの仕組みの構築」について提言
（H24）
【利用者からの声】
専門施設や医療機関、区役所は敷居が高いが、青少年の活動拠点では、気軽かつ日常的・継
続的に関わっていただくことができた。特に外国につながる青少年については、プラザにつ
ながることで初めて早期支援につながった。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

都筑区運営方針：施策１「つながりと協働を育むまち」、施策２「いきいきと健やかに暮ら
せるまち」
これまでの対応：傾聴・相談案件のうち、専門的支援が必要と見込まれる案件を中心に、こ
ども青少年局、教育委員会（学校含む）、区役所（こども家庭支援課・地域振興課）のほ
か、専門機関（北部児童相談所、都筑警察署、地域ユースプラザ、青少年相談センター等）
と連携し、関係機関会議及びケースカンファレンスを実施し対応している。

提案種別 項　　　　　　　目

令和２年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

都筑区 地域振興課・こども家庭支援課

948-2235

こども青少年局

1 都筑区青少年の地域活動拠点「つづきＭＹプラザ」における相談支援体制の連携構築・強化

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

【現状】
１　つづきMYプラザは青少年の地域活動拠点と国際交流ラウンジ機能の２つの機能を有する
市内唯一の公共施設である。
２　当該施設は国際交流ラウンジ機能も有していることから、外国につながる青少年に関す
る案件の対応も行っているという特徴も有している。
３　つづきMYプラザを利用する青少年（外国人を含む）や、区青少年指導員連絡協議会及び
区社会福祉協議会との協同事業「はぁとdeボランティア」の参加者である中・高校生等への
声掛け・傾聴等によって、青少年の抱える問題やリスクが発生する前又は早期の把握に努め
てきた。
４　そこで、地域人材及び支援団体との連携構築・強化が必要不可欠となるが、つづきMYプ
ラザにおける現状においては、事業や会議を通じた連携に留まり、必要な支援に繋がるため
に必要な連携体制が十分に図られているとは言えない。
【課題】
　青少年を取り巻く様々なリスクに対して、早期に発見して必要な支援につなげるには、今
まで以上に様々な団体等との連携が必要である。これまで連携が取れていなかった民生委
員・児童委員、ＰＴＡ、学校コーディネーター、区民活動センター、コミュニティカフェ
等、様々な地域資源との連携を進め、地域で青少年を見守り、支えていくためには、必要な
体制や人員を整える必要がある。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



◆局回答内容

担当者名 中川 TEL

◇対応の内容

青少年の地域活動拠点が地域に出向き、新たな地域人材・既存施設との連携体制を構築・強
化することで、青少年が抱える様々なリスク・課題の早期把握・早期支援を行うための費用
を予算計上しています。

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

対応の有無 対応する 予算対応する

対応する場合

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 青少年の地域活動拠点づくり事業

所管局課・担当者

総事業費11,992千円
＜局執行＞9,779千円
　【内訳】
　〇人件費7,479千円
　　① 統括スタッフ（週５日：常勤）4,800千円
　　② 補助スタッフ（週５日：時給）2,679千円：1,011円×５時間×週５日×２人×53
週）
　〇プログラム実施費1,000千円、企画費500千円、広報費300千円、その他事務費500千円
＜区配による執行＞2,213千円
　【内訳】
　賃借料：1,617千円（共益費込）、光熱水費：18千円、定期清掃業務委託料等：578千円

こども青少年局 青少年育成課

671-2325

こども青少年局青少年育成課・中川係長

◇課題解決のための方策

１　青少年の地域活動拠点づくり事業で国費を導入している趣旨を踏まえ、局、区、地域が
連携して、支援を必要としている困難を抱える若者を、リスク発生前又は早期に発見して支
援に繋げられる環境と、こうした若者を見守り、社会参画を支援するためのネットワークの
構築・強化に取り組みたい。
２　今後も、相談・傾聴に力を入れた「青少年の地域活動拠点」として、居場所・社会体験
活動の充実を図りつつ、利用者・参加者の青少年に対する積極的な声掛け・傾聴を実施して
いくことで、青少年の抱える問題やリスクの発見に努める。
３　更に、民生委員・児童委員やPTA、学校・地域コーディネーターといった地域人材や、
区民活動センターやコミュニティカフェといった既存施設との連携を新たに構築しつつ、今
まで連携してきた青少年指導員や青少年相談センター、北部ユースプラザ、北部児童相談
所、北部学校教育事務所、小・中学校、地区センター、区役所との繋がりを強化する。
４　リスクのある青少年を必要な支援に繋げることができるネットワークを構築すること
で、青少年が抱える悩みや課題が深刻化するのを防ぎ、将来的に不登校やひきこもりなどの
状態に陥ることがないよう、予防的な支援を実施していく。

提案内容
・

概算額等



TEL

TEL 　671-4141

948-2212

2



都筑区役所 ※防災用スピーカー（区内：計11基）
早淵川流域：６基
鶴見川流域：５基

河川の水位情報などから避難勧告等の避
難情報の発令を判断

① ②

・総務課執務室内からインターネット回線で遠隔操作が可能
・サイレン吹鳴および音声放送により避難情報を伝達する。
※現地において、直接操作を行うことも可能

防災用スピーカー システム概要（イメージ）

※防災用スピーカー設置場所
早淵川流域（１．中川中学校、２．東山田地域ケアプラザ、

３．早渕３丁目こどもの遊び場、４．勝田会館、
５．大棚町公民館、６．早渕かなりあ公園）

鶴見川流域（１．新川向橋土木事務所資材置き場、２．日東樹脂工業屋上、３．川内自治会館、４．川向しものや公園、
５．佐江戸公園)



TEL

TEL

958-2212

3

671-4356



（様式２－２）

担当者名 島田 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 吉澤 TEL

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

提案内容
・

概算額等

①教育支援専門員の対象範囲の拡大
②対応件数増に伴う事務費の追加配布

80千円（内訳）旅費66千円（H31年度60千円）、消耗品費8千円（H31年度7千円）、通信運搬費6千
円（H31年度5千円）

健康福祉局 生活支援課

671-4078

対応の有無 対応する 既存の制度で対応する

対応する場合

◇対応の内容

　生活保護から自立した世帯については、生活困窮者自立支援制度により、関係機関等と連
携して支援を行っています。
　生活困窮者自立相談支援員が支援を行う上で必要な教育情報については、教育支援専門員
と同様の支援ができるよう、情報提供を実施します。

参考：区執行体制上の課題 区の執行体制の調整を要す

局事業名 教育支援専門員による支援事業

所管局課・担当者 健康福祉局生活支援課　吉澤係長

4 教育支援専門員の支援体制の強化

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等
平成24年度から中学生高校生のいる生活保護世帯に対して教育支援専門員による支援を行っていま
す。平成26年から学習支援事業による中学生高校生への進学等の支援を開始しました。平成27年生活
困窮者自立支援事業（以下、「困窮制度」という）が実施されると学習支援事業については困窮制度
の利用者に対して対象が拡大されましたが教育支援専門員の支援は困窮制度の対象者には実施してい
ません。生活保護から自立した世帯は学習支援事業は利用できるものの、教育支援専門員の支援は受
けることができません。
【基礎データ】
H31保護世帯の生徒数：中学生65人、高校生69人（参考：小学生66人）
H30廃止世帯の生徒数：中学生６人、高校生11人（参考：小学生15人）

◇地域ニーズ等の収集手段

□１　日常の窓口対応等 □２　市民からの提案等 □３　地区担当制 □４　地域懇談会等
□５　区民アンケート ■６　区民要望 □７　関係団体からの要望
□８　その他（ ）

◇区民からの具体的な要望

◇課題解決のための方策

教育支援専門員は、学校や学習支援事業者など関係機関と連携し中学生高校生が進路相談を中心に学
生生活を円滑に送れるよう支援を行っています。現行では生活保護から自立すると教育支援専門員の
支援を受けることができなくなり、進路決定などに支障が出ている状態です。そのため困窮制度を利
用している世帯の中学生高校生まで対象者を拡大する必要があります。

高校進学また進学後のこどもの育成について的確な情報を得ることができ、また親身になって相談し
てもらえる。生活保護が廃止になっても引き続き相談をしたい。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

都筑区運営方針：施策２「いきいきと健やかに暮らせるまち」⑨自立・生活再設計の推進
生活保護世帯・生活困窮世帯の生活基盤の安定に向けた中学生・高校生に対する学習支援を行ってい
ます。

提案種別 項 目

令和２年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

都筑区 生活支援課

948-2311

健康福祉局



（様式２－２）

担当者名 花摘 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 中川 TEL

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

  誰もが必要な行政手続きやサービスを確実に案内される体制あるいは仕組みづくりは行政の基本で
あり、その中で窓口での案内の分かりやすさや効率化によるサービスの向上を図ることは重要な視点
です。しかし、通信費を負担することでタブレット端末等情報資産が区役所全体で有効に活用できる
成果が得られるかは不透明です。区の予算で一定期間運用し、全体で活用できる見込みが得られてか
ら、具体的な運用を見通した課題の検討や必要な経費の予算化など、区局で調整しながら検討してい
きます。

◇対応する場合の課題

タブレット端末に関し広く活用できる成果が得られる見込みが必要です。

福祉保健課

対応する場合

◇対応の内容

671-4056

対応の有無 対応しない 予算化見送り

健康福祉局 福祉保健課

所管局課・担当者

(1) 現在のタブレット端末を他の用途でも利用できるよう所管局と調整し、２台のタブレット端末
を総合的に利用する方法を検討します。
(2) 現在のように目的・事業ごとに運用するのではなく、情報端末を区役所全体で共有し、様々な

用途に有効活用する仕組みを検討します。
(3) 区役所内部で行う会議や研修会等でも情報端末を活用し、紙資料の多い区役所においても文書

事務を見直して、ペーパーレス化を推進します。

局事業名 福祉保健センターの窓口対応の向上

提案内容
・

概算額等

　都筑区のタブレット端末を使用して、区役所での利用において有効な情報端末と運用方法の検証す
るため、検証期間中の運営費用を要望します。

・タブレット端末(高齢・障害支援課分)通信契約費 120千円（10千円/月×12か月）

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

提案種別 項 目

5 福祉の窓口におけるICTの活用

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

(1) 区役所来庁者のニーズは多様化していて、窓口でご案内する情報も多岐に渡り、インターネッ
トを利用して最新情報や地図情報をご案内する場面も増えているため、ICTの活用が求められてきて
います。
(2) 区役所には複数の窓口がありますが、聴覚障害のある方や外国語対応が必要な方が来庁した場

合の案内手段は様々で、統一的な対応ができていません。
(3) 都筑区にはタブレット端末が２台ありますが、用途が異なるため、それぞれに管理・運用され

ています。運営費用は２台とも同程度かかっており、様々な用途が可能な情報資産を十分に活用でき
ているとは言えません。
(4) 技術革新が速く高度な専門知識を必要とする情報資産は、専門の担当者を置いて一元管理する

ことが適当で、各部署で個別管理するのは非効率です。

【基礎データ】
○身体障害者手帳交付数 聴覚・平衡機能障害 全市 8,842人（平成30年度末）
○外国人人口（平成31年４月末） 都筑区 3,477人  全市 100,227人
○都筑区にあるタブレット
①手話通訳対応タブレット（区政推進課広報相談係　健康福祉局障害福祉課から貸与）

テレビ電話を介して手話通訳。インターネットの利用は制限されている。
②来庁者案内用タブレット（高齢・障害支援課）

インターネットや地図アプリを利用して来庁者に案内。テレビ電話の機能はない。
※この他に、国際局の「タブレット端末による電話通訳事業」への参画の可能性あり。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等 □２　市民からの提案等 □３　地区担当制 □４　地域懇談会等
□５　区民アンケート □６　区民要望 □７　関係団体からの要望
■８　その他（ 担当職員による課題提起 ）

◇区民からの具体的な要望

　窓口で、施設の位置情報や最新情報を知りたいという要望があります。福祉の窓口では様々な制度
やサービスがあり、専門用語も多いため、聴覚障害のある方や外国語対応が必要な方からは、手続き
を全て案内されているのか不安という声もありました。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

　今年度、高齢・障害支援課で試行的にタブレット端末（iPad）を１台導入し、利用効果を検証する
予定です。

◇課題解決のための方策

令和２年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

都筑区 高齢・障害支援課

948-2301

健康福祉局



TEL

TEL

671-2831

671-2629

6

942-0552



（様式２－２）

担当者名 石井 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 2年
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 冨田、奈良 TEL

・平成27年度より区南部地域で「居場所づくり事業」を実施していましたが、支援内容の充
実と運営の効率化のため、平成30年６月より、「都筑区寄り添い型生活支援事業」の現受託
法人に運営を委託しました。
・区運営方針にも「様々な課題を抱えた子どもたちの居場所づくり」として位置付けられて
います。

令和２年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

都筑区 こども家庭支援課

948-2471

こども青少年局

◇課題解決のための方策

・「都筑区寄り添い型生活支援事業」の実施場所を区南部地域に増設します。
・運営については、「都筑区寄り添い型生活支援事業」の現受託法人が、請け負うことが可
能であり、区内の状況を把握していることなどから、より効率的な運営が可能です。

提案内容
・

概算額等

都筑区寄り添い型生活支援事業の実施場所の増設。
9,000千円（人件費：6,800千円、施設管理費：1,400千円、事業費：800千円）

提案種別 項　 　目

7 都筑区寄り添い型生活支援事業の実施場所増設による支援拡大と支援充実

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

【都筑区の状況・課題】
・都筑区は、平成30年度より「寄り添い型生活支援事業」を実施しています。しかし、実施
場所が区の北部地域のため、小学生が区の南部地域から行くには、バスと地下鉄を乗り継が
ねばならず、定期的に通うのは困難な状況です。
・区南部地域では、自主企画で「地域が支える子ども達の居場所づくり事業」（以下「居場
所づくり事業」といいます。）を実施していますが、実施回数や実施場所において、区づく
り予算では限界があり、支援の充実が求められています。

【今後の展望】
・都筑区は、妊娠期から疾患、障害、経済困窮などの課題を抱えている母親が多く、全市的
にみてもひきこもりや家庭の育児環境についての相談が多く寄せられており、子どもだけで
なく、保護者を含めた支援が必要とされています。また、区南部地域は、養育支援ケース数
や生活保護世帯も区北部地域と同様に多く、潜在的なニーズも高いことが推測されます。
・「寄り添い型生活支援事業」を区南部地域で実施することにより、児童の自立支援はもと
より、保護者への支援を含めた家庭環境の向上を図ることができます。
・以上のことから、都筑区では「寄り添い型生活支援事業」を非常に重要な事業と位置づけ
ており、区南部地域に「寄り添い型生活支援事業」の実施場所を増設することにより、支援
の拡大と支援の充実を図ります。

◇地域ニーズ等の収集手段

□２　市民からの提案等 □３　地区担当制 □４　地域懇談会等
■６　区民要望 ■７　関係団体からの要望

□１　日常の窓口対応等
□５　区民アンケート
□８　その他（ 　）

◇区民からの具体的な要望

・区南部の養育環境に課題がある家庭の子どもたちを対象とした支援を実施してほしい。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応
局事業名 横浜市寄り添い型生活支援事業

所管局課・担当者 こども青少年局青少年育成課　冨田係長

対応する場合

671-2325

対応の有無 対応しない 予算化見送り

◇対応の内容

こども青少年局 青少年育成課

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

　本事業は、必要な子どもに対して確実に支援が届くよう、支援ニーズをはじめ、事業者や
実施場所の確保状況等を総合的に勘案して、展開していく必要があると考えています。
　拡充にあたっては、既実施場所での実施状況及び市全体の事業の拡充方針等を勘案した結
果、予算化を見送ります。

◇対応する場合の課題

　市全体の状況を勘案しながら事業展開について検討していく必要があります。



TEL

TEL

TEL

TEL 326-3837

948-2226

8

671-3861

671-2667
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TEL

948-2226
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671-2567



TEL

TEL

948-2225
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　671-2678



（様式２－２）

担当者名 東、松林 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 7年以上
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 勝俣、小川 TEL

担当者名 上田・國近 TEL

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

◇対応の内容

利用促進策の実施については、区や交通局とともに連携していきます。（計上額は、当事業全
体の事業費であり、都筑区関連以外の路線も含みます。）

道路局 企画課

対応する場合

671-3800

対応の有無 対応する 既存の事業で対応する

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 横浜市生活交通バス路線維持支援事業（道路局）、自動車事業（交通局）

所管局課・担当者
道路局企画課交通計画担当　勝俣係長

交通局路線計画課　上田係長

提案種別 項 目

11 バス路線利便性向上及び利用促進に向けた検討

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

１．都筑区南部をはじめとする一部の地域では、駅まで15分圏外であるうえに、バス路線の廃
止や減便に伴い、交通利便性は決してよくない。区内の生活維持路線数は、29年度に１路線廃
止して５路線だが、市内で最多の区となっている。
２．市営310系統(センター南駅～仲町台駅)が廃止され、一部地域の路線網は更に薄くなっ
た。
３．グリーンライン開通により、バス利用者数は減少している。区内には市営バス及び東急バ
スが運行しているが、グリーンライン開通前後に大幅な見直し（廃止）が行われた。平成22年
６月まで利用者実態調査を実施したが、客数の増加がみられなかったため、バス便数が減便さ
れている（平成22年11月）。20年前のブルーライン開通および６年前のグリーンライン開通に
より区内各地からの最寄駅が変わってきているが、バス路線ルートが従前のまま運行距離が長
くなっている路線がある。
４. 都筑スポーツセンター利用者にとっての唯一の公共交通機関である市営バス路線318系統
を維持する必要がある。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等 ■２　市民からの提案等 ■３　地区担当制 □４　地域懇談会等
□５　区民アンケート □６　区民要望 ■７　関係団体からの要望
□８　その他（ ）

◇区民からの具体的な要望

対応する場合
◇対応の内容

生活交通バス路線について、区役所や道路局などとも連携して、利用促進のためのPRをしてま
いります。

令和２年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

都筑区 区政推進課

948-2225

道路局、交通局

１． 行政と地域の会合において、バス路線の利便性確保の要望が出されている。（都田連
合、池辺連合地域のつどい　主要事業説明会など　～H30年）
２． 「区南部方面は、港北ニュータウンに比べてバス路線が不十分。」「グリーンライン開
通によりバス便が激減して困っている。」「朝晩の本数を増やせばとても利用しやすくな
る。」「横浜駅直通のバスを復活させて欲しい。」「バス路線を石橋バス停止まりから緑・神
奈川区方面に延長して利用しやすくして欲しい。」「ららぽーとのバス停が変更になり、年寄
りには不便になった。」「東山田駅周辺にバスがなくて不便。」「310系統がより効率的にな
るよう路線再編してほしい」（H20～30年度 市民からの提案、区民アンケート）
３． 南部地区の地区懇談会でバス便の利便性の向上が課題となった。（地域福祉保健計画各
地域懇談会　H21年３月、６月）
４． 障害者の足となりうるバス路線の利便・維持を考慮してほしい（H23年度　広聴）
５． 平成25年度開催の地域のつどいで、バスの不便さ、高齢者の移動手段としての重要性に
ついて意見が多数よせられた（バス路線の廃止、運航便数の減便が相次いでおり日常の利用に
支障をきたしている。これから高齢化を迎えるにあたり、バスへの依存が高まる。時間運行便
数の減少により更なる利用者減の悪循環に陥る。等）
６. 平成27年度区民意識調査によると、中部地区と南部地区では、生活環境の不満足の割合
が高い項目として、バスの利便性がランクインしていた。
７． 買い物や役所に行くときにはバスに乗るが、１時間に１本しかなく、移動が大変（H28年
度　池辺地域懇談会）
８． 買い物、通院ニーズは生活維持に関わるものであり、１便／時だけでもバスを維持して
もらえると助かる（連合会長との意見交換　H28年10月）
９． 計画されている都田地区センターや都田地域ケアプラザへのアクセス向上のため、バス
を増便してほしい。（H30年度　広聴）

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

１．温暖化対策やバス路線の維持の観点から、マイカーではなく公共交通機関の利用を区民に
呼び掛けている。バス路線情報（減便等）について区連会での情報提供を実施している。ま
た、生活維持路線の採算状況と利用促進のお願いを記載したチラシを地域へ配布、バス車内で
掲示している。
２．定時運行によるバス利便性の維持のため、道路局とともに道路改良を進めている。
※都市計画マスタープラン・都筑区プランでの位置づけ：バス利便性の向上
３．南部地区で路線再編を実施した318系統の利用促進のため、チラシやポスターを通じたPR
の取組を進めている。

◇課題解決のための方策

・生活交通バス路線維持のため、赤字分の補てんを行う。[既存路線の維持]
・地域の利用を積極的に促すためのＰＲキャンペーン等の方策の検討、実施連携。[利用促進
のためのＰＲ]

提案内容
・

概算額等

・横浜市生活交通バス路線維持制度による補助金の交付の維持[既存路線の維持]
（ 97,896千円）（H30年度実績）
・生活交通バス路線の利用を促すためのＰＲキャンペーン等の検討・実施に係る協力・連携
[利用促進のためのＰＲ]

交通局 路線計画課

326-3865

対応の有無 対応する その他

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題
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